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水素供給体制構築に向けたパイプライン整備等調査委託業務 

企画プロポーザル審査要領 

 

この要領は、福島県が実施する「水素供給体制構築に向けたパイプライン整備

等調査委託業務」（以下、「本業務」という。）に係る契約候補者を選定するため

に行う業務提案の審査について、必要な事項を定めるものである。 

 

１ 審査機関 

本業務に係るプロポーザルの審査は、「水素供給体制構築に向けたパイプラ

イン整備等調査委託業務企画プロポーザル審査委員会」（以下「審査会」とい

う。）において実施するものとする。 

 

２ 審査方法 

（１）審査会は、プロポーザル参加者（以下「参加者」という。）から提出され

た提案書及び参加者からのヒアリングを行い、別表「プロポーザル評価基準」

に定める評価基準に基づき、総合的に審査を行うものとする。 

（２）各評価項目について、Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄの４段階評価を行う。評価点は、   

Ａ＝３点、Ｂ＝２点、Ｃ＝１点、Ｄ＝０点とし、各項目の比率に乗じた点数

とする。 

（３）審査委員の持ち点は１０５点満点とし、出席した審査委員全員の合計点の

６０％に達しない場合は不適格とする。 

（４）評価点の最も高い参加者を契約候補者とするが、評価点の最も高い者が 

２者以上ある場合は、以下のとおり契約候補者を特定する。 

ア 別表「プロポーザル評価基準」のうち、評価項目「５ 提案内容」の合

計点が最も高い者を契約候補者とする。 

イ 上記アで契約候補者が特定できない場合は、全ての評価項目において、

Ａ評価が多い者を契約候補者とする。 
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別表 プロポーザル評価基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※評価点の合計（審査委員 1名あたり）105 点 

※審査委員 4 名が審査会に出席した場合の満点は 420 点（基準点は 252 点） 

A（3点） B（2点） C（1点） D（0点）

1 業務実績
本業務に類似する業務の
実績があるか。

10件以上の実
績がある。

5件以上の実績
がある。

1件以上の実績
がある。

- ×2 6

2 実施体制

業務を実施する上で十分
な人員の類似する業務経
験を有している者が確保
されているか。

十分な人員が
確保されてお
り、担当者の
過半数が類似
業務経験を有
している。

十分な人員が
確保されてお
り、類似業務
経験を有した
者が複数配置
されている。

人員確保が十
分でない、又
は類似業務経
験を有した者
が1名のみ配置
されている。

類似業務経験
を有した者が
配置されてい
ない。

×2 6

3 スケジュール

業務を実施する上で具体
的かつ実現性があるスケ
ジュールとなっている
か。

具体的かつ実
現性があり、
計画的な業務
遂行が見込め
る提案となっ
ている。

具体的かつ実
現性がある提
案となってい
る。

具体性、又は
実現性が薄い
等、計画的な
業務遂行が期
待できない。

スケジュール
が具体的に示
されていな
い。

×3 9

4
調査方針
（全体像）

委託の目的に沿った提案
となっているか。

目的を理解し
ており、独自
提案を加える
等、全体的に
優れた提案と
なっている。

目的を理解し
ており、全体
的に選定して
良い水準を超
えている。

目的の理解が
十分ではな
く、全体的に
選定して良い
水準に達して
いない。

目的に沿った
提案となって
いない。

×5 15

国等における水素供給体
制構築関連の動向調査

×3 9

ＦＨ２Ｒ近隣における水
素需要量の明確化

×3 9

水素パイプラインの適地
の明確化

×5 15

水素パイプライン事業の
スキーム検討

×5 15

域内の水素需要拡大に向
けた企業誘致戦略の策定

×5 15

業務報告書の作成 ×2 6

評価項目
評価

比率 配点評価の着目点等

5 提案内容

手法や手順が
具体的かつ実
現性があり、
独自提案を加
える等、全体
的に優れた提
案となってい
る。

手法や手順が
具体的かつ実
現性があり、
仕様を満たす
水準に達して
いる。

手法や手順が
示されている
ものの、具体
的でない、又
は実現性が薄
い等、選定し
て良い水準に
達していな
い。

手法や手順が
示されていな
い。


